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～偽（にせ）サイトにご注意～

　近年、インターネットの普及とデジタル機器の進展に

より、今までは店舗でしか買えなかったものが家に居な

がら何でも買えるようになり、大変便利になりました。

　しかし、便利になった反面、偽サイトへの誘導などに

より、金銭や決済情報、個人情報などが盗み取られるな

どの被害にあう可能性が高くなっています。

　そもそも、偽サイトとはどういうものをいうのでしょ

うか。読んで字のごとく、実在する会社名などを用いて

巧妙につくられた偽物のサイトです。以前と違い、不自

然な日本語や不審な会社概要を載せているサイトはほとんど見なくなり、普段からネット

ショッピングを利用されている方でも、偽サイトを見分けるのが難しくなっています。

（アドバイス）
　● ＵＲＬに不審な点はないか確認（アドレスバーに鍵マークがない、.top などの見慣れ

ないドメインなど）

　● 運営会社情報、販売元情報を確認（地図検索で所在地を確認する、会社情報を検索し

てみるなど）

　● 決済方法に不審な点がないか確認（個人名義口座への銀行振込や代金引き替えのみで、

他の支払い方法が選択できないなど）

　●大幅に値引きされているサイトには十分注意する

困ったときは一人で悩まず、すぐに消費生活センターにご相談ください。
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（相談事例）
① ショッピングのクレジットカードでポイントが増えると思

い、毎月定額で返済ができるリボ払いにしたら、６か月後に

は残高が倍近くまで増えてしまっていた。それでもまだ働い

ているし、少し余裕はあると思い、そのまま買い物でカード

を使っていた。その後も利用明細を確認しないまま１年が経

過したら、手数料を含めて買い物の利用の限度額になって、

使用ができなくなってしまった。

② クレジットカードのローン返済が困難になってきたので、別

の会社に新しくカードローンを申し込んだら、簡単にカード

がつくれたので、前のカードの毎月の返済にまわした。その

まま使っていたら、知らない間に両方とも、限度額まで達し

ていたので、これ以降の支払いができなくなってしまった。

（アドバイス）
　リボルビング（リボ払い）は金利が、年率15～18％と高く、借金と同じと考える必

要があります。利用するときに、どのくらいなら返済できるのか、支払い方法をよく考

えてから利用しましょう。今の利用残高が、リボ払いでいつまでに終えることができる

のか、余裕があれば、早めに返済する計画をたてましょう。

（まとめ）
　最近は、スマホでも簡単にクレジットカードがつくれるサイトにつながります。

　ＳＮＳで即融資ができる、この商品を購入したらお金が返ってくる、副業で収入が増

やせるなどの広告がありますが、簡単に収入を増やせる方法はありません。

　家計の問題は、生活スタイルを見直すことによって解決できる場合があります。人そ

れぞれで、原因や状況によって異なります。

～最近の借金返済についての相談～
「これは簡単に支払い不能になる兆候です!!」

消費者庁イラスト集より

消費者庁イラスト集より

消費者庁イラスト集より

考えがまとまらない、そんな時は、

　　「ひとりで悩まず相談してください」
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　消費生活センターでは、正しい計量を確保するための仕事も行っています。

　私たちの身の回りには、たくさんのはかりやメーターが使用されています。もし、こ

れらのはかりやメーターが正しくなかったら、私たちの生活はどうなってしまうでしょ

うか。

　正しい計量は、商取引や健康管理、生活環境の維持などに大切な役割を果たし、わた

したちの生活の安全を守っています。

　今回は、その中から２つの仕事を紹介します。

・はかりの定期検査

　私たちの生活の中には、様々なはかり

が使用され、重さによって取引や証明行

為が行われています。

　取引・証明に使用する「はかり」には、

国の基準に合格したはかりを使用しなけ

ればなりません。しかし、そのはかりも

使用状況により、いつまでもその精度を

維持することはできません。そのため、

計量法では、２年に１度はかりの「定期

検査」を義務付けています。

　市では、市内を２つの検査区域に分け、隔年で検査を行っています。

・商品量目立入検査

　計量法では密封して販売する場合、

一部の商品について、販売する際に内

容量の表記する方法（質量か体積か）

などを義務付けています。

　センターでは、計量が正しく行われ

ているかを確認するため、市内のスー

パーマーケットなどの小売店に立ち入

り、商品の内容量が正しく記載されて

いるか（量目検査）、はかりが適正に

使用されているかを確認しています。

～計量のしごと～

検査に使用する基準分銅

商品量目立入検査の様子
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